
 

 

八幡町地区住民自治協議会規約 

 

（名称） 

第１条 この会は八幡町地区住民自治協議会（以下、「協議会」という）と称する。 

 

（目的） 

第２条 この協議会は、伊賀市自治基本条例の趣旨に従い、八幡町地区を住み良い地区

にするため、住民相互の連帯を深め、住民の創意工夫と責任のもと、八幡町地区まち

づくり計画（以下、「まちづくり計画」という）を策定し、この計画に基づくまちづ

くりの実践に勤めることを目的とする。 

 

（事務所の場所） 

第３条 協議会の事務所は三重県伊賀市八幡町３１９２番地の１八幡町市民館内とす

る。 

 

（活動の範囲） 

第４条 協議会の活動範囲は八幡町地区内とする。但し、他の協議会と協力・連携して

活動する場合はこの限りではない。 

 

（事業） 

第５条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）まちづくり計画の策定 

（２）まちづくり計画に基づく事業の実施 

（３）伊賀市行政あるいは八幡町自治会および近隣地区との協働事業の実施 

（４）伊賀市と協定を結ぶまちづくりに関する基本協定書に関する業務の実施 

（５）その他第２条の目的を達成するために必要な事業。 

 

（会員） 

第６条 協議会の会員は、次に掲げるとおりとする。 

（１）八幡町地区に居住する住民（または在勤する者） 

（２）自治会、八幡町地区で活動する団体 

（３）八幡町地区に所在する事業所 

（４）その他会長が必要と認める者 

 

（組織） 

第７条 協議会には次の役職を置く。 



 

 

（１）会 長  １名 

（２）副会長  ２名 

（３）会 計  １名 

（４）部会長  ４名 

（５）監 事  ２名 

（６）参 与  ２名 

（７）事務局長 １名 

２ 会長、副会長及び監事は総会において選出する。（ただし、八幡町自治会長は会長・  

 副会長いずれかの役職に就く。） 

３ 会計及び事務局長は総会の同意を得て会長が任命する。 

４ 部会長は、各部会において選出する。 

５ 参与及び事務局事務員（非常勤を含む）は運営委員会の了承を得て、会長が委嘱す

る。 

 

（役員の職務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 会計は、協議会の会計事務を処理する。 

４ 監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。 

５ 参与は、会長の求めに応じ協議会に出席し、意見を述べることができる。 

６ 事務局長は、協議会の事務を統括する。 

 

（役員の任期） 

第９条 前条の役員の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(会議） 

第１０条 協議会の会議は、総会、役員会、運営委員会、部会及び実行委員会（以下「会 

 議」という。）とする。 

 

（会議の開催及び運営） 

第１１条 会議は、各会議の構成員の過半数の出席（委任状による出席を含む）がなけ 

 れば、これを開くことができない。 

２ 会議を開催するにあたっては、開催日時・場所・議題について、事前に周知するこ 

 とを原則とし、会議は公開とすることを原則とする。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところとす 



 

 

 る。 

 

（総会） 

第１２条 総会は、役員、運営委員会委員、部会員及び実行委員会委員（以下「委員」 

 という。）をもって構成する。 

２ 総会は、毎年１回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、または委員 

 の３分の１以上の請求があった場合は、臨時総会を開催することができる。 

３ 総会は会長が召集する。 

４ 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。 

５ 総会は、次の事項を決定する。 

 （１）地域まちづくり計画。 

 （２）会長、副会長、監事の選出及び会計、事務局長の任命同意。 

 （３）協議会の事業計画、予算、決算に関すること。 

 （４）その他、重要事項に関すること。 

 

（運営委員会） 

第１３条 運営委員会は、会長、副会長、部会長及び事務局長、会計により構成する。 

２ 運営委員会は、総会において諮るべき事項及び協議会の運営に関する事項を審議決 

 定する。 

３ 運営委員会は、会長が招集する。 

４ 会長は、運営委員会の議長となる。 

５ 会長は、必要であると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めること 

 ができる。 

 

（部会） 

第１４条 総会及び運営委員会で決定された方針に基づき、施策を実施するため、次の 

 部会を置く。 

 （１）健康・福祉部会 

 （２）教育・文化・スポーツ部会 

 （３）広報・情報・防災部会 

 （４）人権・まちづくり部会 

２ 部会員は、協議会の趣旨に賛同しその活動に参加する者で、運営委員会において確 

 認された者とする。 

３ 部会には、部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会長及び副部会長は部会委員の中から選出する。 

５ 部会長は、部会を代表し会務を総括する。 



 

 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

７ 部会長は、部会の検討経過及び結果について、会長に報告するものとする。 

８ 部会長は、必要があると認められるときは、部員以外の者を出席させ、意見を求め 

 ることができる。 

 

（実行委員会） 

第１５条 協議会の事業を実施するために、運営委員会の承認を得て、実行委員会を設 

 置することができる。 

２ 実行委員会は、次の者を構成員とする。 

 （１）関係する部会長及び部会員 

 （２）各事業の趣旨に賛同する者 

３ 実行委員会には、実行委員長を置き、実行委員会構成員の中から選出する。 

 

（部会間の調整） 

第１６条 部会間の調整は、運営委員会が当たることとする。但し部会相互の協議によ 

 り協力する場合には、この限りではない。 

 

（会計） 

第１７条 協議会の運営に関する経費は、会費、交付金、補助金、その他の収入を持っ 

 て充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（会費） 

第１８条 協議会は、会員から会費を徴収することとする。ただし、徴収を開始する時 

 期および会費は別に細則で定める。この細則は、運営委員会で定め総会の承認を受け 

なければならない。 

 

（報酬等） 

第１９条 協議会は役員、事務局員及び労務提供者等に報酬等を支給することができる。 

 支給する報酬等については別に細則で定める。この細則は、運営委員会で定め総 

会の承認を受けなければならない。 

 

（規約の変更） 

第２０条 この規約を改正しようとするときは、総会において構成員の過半数の同意を 

 得なければならない。 

 



 

 

（解散） 

第２１条 協議会の解散については、総会において出席者の４分の３以上の賛成を得な 

 ければならない。 

 

（規則等への委任） 

第２２条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営 

 委員会に諮り別に定める。 

 

附則 

１ この規約は、平成２９年１２月１０日から施行する。 

２ 役員の任期については、第９条の規定にかかわらず、平成２９年度に選出された役

員の任期を平成３１年度総会までとする。 

３ 平成２９年度の会計年度については、第１７条第２項の規定にかかわらず、本会成

立日から平成３０年３月３１日までとする。 

 


